
■■ー

’

審査事件罪名別新受． ・ 既済年報第5表 大阪 地裁管内
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フ画

(注）

1 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等jには，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(最刑一）
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令和2年 1月 15日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

刑 法 犯 特 別 法 和

符号 罪名 条項

人員

新受 既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済

I 公務執行妨害，職務強要 U5条 (） 0 O （） 1 21 業務上.過失致死傷 21 1条1項前段 (） 7 [l］ （） 1 公職選 挙 法 (） 0 0 （） 0

2 封印

◆
●

等破 ・棄 96条． (） 0 0 （） 0 22 重過失致死傷 21 1条1噸隆殿 (） ． 0 o （） 0 道 路 交 通 法 (） 0 0 （） 0

3 独lliﾘ執行妨謀競売等妨審 96条の2 3 (） 0 O （） 0 23 逮lili及び朧禁，同致死傷 220 221条 (） 3 0 (） ：） 地 方 自 治 法 (） 0 0 （） 0

‘1 証拠隠滅等
103 104条
l､05条の2

(9) 10 0 （9） 11 2'1 脅迫 強要 222 223条 (） 0 O （） I 地方公務員法 (） 0 O （） 0

5 放 火 108～1 14条 (） 0 O （） 0 25 名誉穀損 侮辱 230 231条 (） 2 0 （） 2 労 働 基 準 法 (） ． ，1 0 （） 4

6 失 火 1 16 1 17条の2 (） 0 0 （)． 0 26 信用穀損及び業務妨害 233～234条の2 (） 0 0 （） 2 労働安全衛生法 (） 0 0 （） 0

7 往来妨害及び同致死傷等 124～129条 (） 0 o （） 0 27 窃 盗 235 243条 (） 3 0 ．(） 3 暴力行為等処罰に関する法律 (） ． 0 0 （） 0

8 住居侵入等 130，． 132条 (） ． 0 0 （） 5 28 不動産侵奪
235条の2

243条
(） 0 0 （） 0

自動車の運I|展により人を死傷させ

る行為等の処別に関する法律 (1) lB 0 （1） 15

9 文 書 偽 造 154～161条の2 (5) 12 [7］ （5） 50 ･29 強盗 同致死傷等
236～241条
243条

． （） 6 0 （） 6 うち，危険運‘|騒致死傷等 ． 2条， 3条，
6条1項， 2項

(） 0 O （） 0

10 有価証券偽造 162～163条の5 (） ． 0 0 ． （） 0 30 詐 欺
６
８
４
４
２
２
246条の2

250条
(） 13 [l］ （） 14

うち，過失遮娠致死傷アルコール
等影郷発覚免脱等

4条 6条3項 (） 0 0 （） 0

11 偽 証 169～171条 (） I O （） 2 31
韮
目 任 247． ．Z50条 (5)． 17 [5］ （5） 26 うち，過失運転致死傷等 5条 6条4項 (1） 18 O （1） 15

12 虚偽告訴等 172条 (） 3 0 （） 5 32 喝 249 250条 (） 0 0 (） 0 特 別 法 そ の 他 (） 3 0 （） 3

13
強制わいせつ，強制性
交等，同致死傷等

176～181条
181条

(） 、 2 [2］ （） ‘1 33 横領 遺失物等横領 252 254条 (） 1 0 （） ． 1 (） 0 0 （） 0

1‘I 職権濫用，同致死傷等
193， ．194条

196条
(） 9 0 （） 7 3‘1 業務上横領 253条 (） 3 0 （） 3 特 別 法 犯 計 (1) 25 0 （1） の 22

15 特別公務員暴行陵慮，同致死傷 195 196条 (） 3 0 （） ‘I 35 盗品譲受け等 256条 (） 0 0 (） 0 不 明 1

16 贈 収 賄
19．7～197条の4
198条

(） 1 0 ． (） 1 36 穀棄 隠匿等
258～261条

262条の2 2．63条
(12） 18 [11］ （12） 3】 合 計 (32） 166 [27］ （32） 233

17

18

19

20

殺人， 自殺関与及び同意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

199～203条

204～2o6条

208条

209 2．10条

(） 3

(） 16

(） 3

. (） 、2

0 （） 3

O （） 17

0 (） ’1

0 （） 2

37

38

39

危険運転致死傷
■

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計
■ ｡

平成25年法i‘|t鋪86号

による改正前の2．08条
の2

平成25年法iIt蕊86号

による改正前の21 1条
2項

(） 0

(） 0

(） 3

(31） l‘11

0 （） 0

O （） 1

0 （） 0

[27］ （31） 210

備

考

■ ~

検察審査会認定罪名並びに刑法犯及び特別法犯その他の罪名等につい
ては別紙のとおり



別紙
1検察審査会において認定を行った事件罪名

検察審査会申立書罪名

○公用文書等設棄

○虚偽公文書作成･同行使

検察審査会認定罪名

→ 公用文書殼棄

→ 虚偽公文書作成･虚偽公文書行使

→ 虚偽有印公文書作成･同行使，
公用文書殼棄

件数

7(第一検審）

(第一検審）

(第一検審）

1

○虚偽有印公文書作成･同行使，
公用文書等殼棄

24

○有印私文書偽造･偽造有印私文書行使，
電磁的公正証書原本不実記録

有印私文書偽造‘同行使， （第一検審）
電磁的公正証書原本不実記録

有印私文書偽造･同行使,名誉棄損， （第二検審）
偽証,証拠隠滅,公正証書原本不実記載・
同行使,詐欺

→

2

O名誉棄損,偽証 →

1

○虚偽公文書作成･同行使 → 虚偽公文書作成,虚偽公文書行使 （第二検審）

→ 虚偽有印公文書作成,同行使 （第四検審）

1

4○公文書穀棄,公文書偽造,公文書殼棄隠匿，
公金不正振り込み,公正証書原本不実記載

2刑法犯その他の事件罪名

○未成年者略取

○拐取者身の代金要求

3特別法犯その他の事件罪名

○会社法違反

○浄化槽法違反

4不明としての事件罪名

○不詳

受理件数既済件数
(第三検審） 1 0

(第三検審） 2 0

受理件数既済件数
(第三検審） 1 1

(堺検審） 2 2

受理件数既済件数
(第二検審） 0 1
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(注）

l 「既済」に記戦した数のうち起訴相当及び不起訴不当の識決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し， 内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等， 同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(最刑一）

令和2年 1月 15日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

① ■ ■

刑 法 犯 特 別 法 和

符号 罪名 ． 条項

人員

新受 既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名｡ 条項

人員

新受 既済
1 公務執行妨害，職務強要 り5条． (） 0 O （） 0 21 業務上過失致死傷 Z1 1条lｴ､前段 (） 0 0 （） 0 公 職 選 挙 法 (） 0 O （） 0

し 封印等破棄 6条 (） 0 O （） 0 22 重過失致死傷 21 1条1項俊段 (） 0 O （） 0 道 路 交 通 法 (） 0 0 （） 0

3 郷|iﾘ執行妨害，競売等妨害 96条の2 :』 (） 0 0 （） 0 23 逮lili及び朧禁，同致死傷 220 Z21条 (） 3 o （） ：1 地 方 自 治 法 (） 0 0 （） 0

‘I 証拠隠滅等
103 104条

105条のZ
9 0 （9） 10 2‘I 脅 強要 222 223条 (） 0 0 （） 0 地方公務員法 (） 0 0 （） 0

5 放 火 108～1 14条 (） 0 O （） 0 25 名誉穀損 、 侮辱 230 231条 (） 2 O （） 2 労 働 基 準 法 (） 2 0 （） ・ 0

6 失 火 1 16 1 1 7条のZ (） 0 0 （） 0 26 信用穀損及び業務妨害 233～234条の2 (） 0 O （） 0 労働安全衛生法 (） 0 0 （） 0

7 往来妨害及び同致死傷等 ．’魁4～129条 (） 0 0 （） 0 27 窃 盗 Z35 243条 (） 0 0 （） 0 暴力行為等処刑に関する法律 (） 0 0 （） 0

8 住居侵入等 130 132条 (） 0 O （） 0 28 不動産侵奪
235条の2

243条 (） 0 0 （） 0
|ﾖ励車の連I|蚤により人を死傷させ
る行為等の処刑に閲する法律 (） 3 0 (） 2

9 文 書 偽 造 154～161条のZ (5) 7 〔7〕 （5） 38 29 強盗 同致死傷等
236～241条

243条 (） 0 O （） 0 うち，危険迩娠致死傷等 2条 3条，

6条1項， 2項
●

(） 0 0 （） 0

10 有価証券偽造 l6Z～163条の5 (） 0 0 ． （） 0 30 詐 欺
６
８

４
４
２
２
246条の2

250条
(） 2 0 （） 2

うち，過失運!'属致死傷アルコール
等影撫発覚免脱等 4条 6条3項 (） 0 0 （） 0

11 偽 証 169～171条 (） 0 O （） 0 31 背 任 247 250条 (5) 5 (5］ （5） 21 うち，過失迎娠致死傷等 5条 6条4項 (） 3 0 （） 2

12 虚偽告訴等 172条 (） 1 0 （） 1 32 恐 喝 249 250条 (） 0 0 （） 0 特 別． 法 そ の 他 (） 0 0 （） 0

13
強制わいせつ，強制性
交等，同致死傷等

176～181．条
1．81条

(） 0 O （） 0 33 横領 遺失物等横領 252 254条 (） 0 0 （） 0 (） 0 0 （） 0

l‘I 職権濫用，同致死傷等
193

196条

194条
(） 0 O （） 1 ､3‘I 業務上横領 253条 (） 0 O （） 0 特 別 法 犯 計 （） 5 O （） 2

15 職別公務員暴行陵職同致死慨 195 196条 (） I 0 （） 1 35 盗品譲受け等 256条 (） 0 O （） 0

16ざ 贈 収 賄
197～197条の4

lU8条
(） 0

●■

O （） 0 36 穀棄 隠匿等
258～261条

262条の2； 263条
(12） 12 〔11］ （12） 25

〈
ロ 計 (31） ． 50 [23］ （31） 109

17

●

18

19

20

殺人， 自殺関与及び同意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

199～203条

204～206条

208条 ．

209． ．210条

(） ． ’

(） 0

(） 。 2

(） 0

O (） 1

O （） 0

O （） 2

O （） 0

37

38

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25平法11t師86号

による改正前の208条
の2

平成25年法iIt鄭.86号

による改正前の21 1条
2噸

(） 0

(） 0

(） 0

(31） ‘15

0 （） 0

0 （） 0

0 （） 0

[23］ （31） 107

備
考

検察審庶会『|]立番罪名 検察辮査会認定罪名 、 件数

公川文諜等竣韮 公川文11ド殿

虚偽公文緋作成・同行使 虚偽公文譜作成・順偽公文．i蝉行使

虚偽有印公文11$作成・同行虚偽有印公文排作成・同行使，
使，公用文併辱殴棄 公用文辨殴乗
有印私文祢iﾊ地，偽造竹I§11秘文11ト
行使， fu碓的公正j正将原木不実妃
4乳

一

有印私文桝偽造・同行使，氾磁的
公正誠辨原本不実記録

7 ．

I

2‘1 ．

2
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(注）

l 「既済」に記誠した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条, 181条）を含む。

(艇ﾉIリー）

令和2年 1月 6日

最高裁判所刑事局長殿 大阪二検事務局長

◆

刑 法 犯
特 別 渋 x、

符号 名 条項

人員

新受 既済
野rロ

U，Jワ 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済
1 公務執行妨害，職務強要 り5条 (） 0 0 （） 0 21 業務上過失致.死傷 21 1条1項前段． (） 0 0 （） 0 公 職 選 挙 法 (） 0 0 （） 0

2 封印等破棄 96条 (） 0 0 （） 0 22 重過失致死傷 21 1条1項i愛段 (） 0 0 （） 0 路 交 通 法
●
■

(） 0 0 （） 0

3 強制執行妨害，競売等妨害 96条の2 3 (） 0 O （） 0 23 jiklili及び朧禁，同致死傷 220 221条 (） 0 O （） 0 地 方 自 治 法 (） 0 O （） 0

‘1 証拠隠滅等
10；』 104糸
105条のZ

(） 0 0 ． （） 0 2‘I 脅迫 強要 222 223条 (） 0 o （） 1 地方公務員法 (） 0 0 （） 0

5 放 火 108～1 14条 (） o O （） 0 25 名誉穀損 侮辱 230 231条 (） 0 O （） 0 労 働 基 準 法 (） 0 0 （） 0

6 失 火 1 16 l i7条の2 (） 0 O （） 0 26 信用穀損及び業務妨害 233～Z34条のZ (） 0 0 （） 0 労働安全衛生法 (） 0 0 (） 0

7 往来妨害及び同致死傷等 124～129条． (） 0 0 （） 0 27 窃 盗 235 243条 (） 0 O （） 0 暴力行為弊処罰に関ブーる法律 (） 0 O （） 0

8 住居侵入等 130 132条 (） 0 0 （） 0 28 不動産侵 奪
235条の2
243条

(） 0 0 （） 0
自励車の迎'|渥により人を死傷させ
る行為等の処罰に関する法律 (） 5 ． 0 （） 6

9 文 書 偽 造 154～161条のZ (） 1 0 ．(） 2 29. 強盗 同致死傷等
236～241条
243条

(） 0 0 （） 0 うち．危'倹運娠致死傷錦 2条 3条
6条1項 2項

(） 0 0 （） 0

10 有価証券偽造 162～163条の5 (） 0 o （） 0 30 詐 欺
６
８

４
４
２
２
246条の2

250条
(） 5 0 （） 5

うち．過火運振致死傷アルコール
等影靭発覚免脱等 4条 6条3項 (） 0 0 （） 0

11 偽 証 169～171条 (） 0 O （） l 31
剴上

任月 247 250条 (） 0 O （） 0 うち，過失運抵致死傷等 5条， 6条4項 (） 5 0 （） 6

12 虚偽告訴等 172条 (） 0 ､0 （） 0 32
皿
必 喝 249 250条 (） 0 0 （） 0 特 別 法 そ の 他 (） 0 0 （） 0

13
強制わいせつ，強制性
交等，同致死傷等 。

1 76～181条

181条 ．
(） 0． 0 （） 0 :13 横領 遺失物等横領 252 254条 (） 0 0 （） 0 (） 0 0 （） 0

ﾙI 職権濫用，同致死傷等
193

196条

194条→
(） 3 0 （） 0 3‘1 業務上横領 253条 (） 0 0 （） 0 特 別 法 犯 計 (） 5 0 （） 6

15 僻別公務貝暴行陵虐．同致死|〃 195 196条 (） 0 0 （） 0 35 盗品譲受け等 256条 (） 0 O （） 0 不 明 1

16 贈 ・ 収 賄
197～197条の4

198条
(） 0 O （） 0 36 穀棄 隠匿等

258～261条

262条の2 Z63条
(） 3 O （） 3 今

計ロ (） 23 0 （） 26

17

18

19

20

殺人， 自殺関与及び同意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

199～203条

204～206条

208条

209 210条

(） 0

(） 5

(） 0

(） 1

0 （） 0

O （） 5

O （） 0

O （） 1

37

38

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成2．5年法仰鞆86号

による改正前の208条
のZ

平成25年法Ⅱt蕊86号

による改正前の21 1条
2噸

(） ． 0

(） 0

(） 0

(） 18

0 （） 0

0 ． （） 1

0 （） 0

0 （） 19

備
考

検察審査会申立書罪名検察審査会認定罪名

名番竣Iﾊ，偽証

虚偽公文抑作成・同行使

有印私文撫偽造・同行使『名将股
件数

柵．仙硴．鉦拠隠滅，公正M1恥原 I
木不実記'|&・同行使，詐jlk

虚偽公文排作成，噸偽公文郷行使 l
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大阪第三検第5号 令和2年 1月 6日

大阪三検事務局長最高裁判所刑事局長殿

第5表 審査事件罪名別新受 ． 既済年報 大阪 地裁管内

(注）

1 ［既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷j (177条～179条， 181条）を含む。

(股刑一）

刑 法 和

■ ゅ

特 別 法 xロ

符号 罪名 条項 新受

員

既済 呼号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済
I 公務執行妨害，職務強要 95条 (） 0 0 （） 0 21 業務上過失致死傷 21 1条1項前段 (） 5 O （） 0

『 ．

公職選 挙 法 (） 0 0 （） 0

2 封印等破蕊 96条 (） 0 0 （） 0 22 重過失致死傷 21 1条1項後段 (） 0 0 （） 0 道 路 交 通 法 (） 0 O （） 0

3 強制執行妨害，競売等妨害 96条の2 3 (） 0 o （） 0 23 逮lili及び朧禁，同致死傷 220 221条 (） 0 0 （） 0 地 方 自 治 法 (） 0 0 （） 0

4 証拠隠滅等
10：〕 104条

105条”Z
(） 0 O （） 0 2‘1 脅迫 ， 強要

旬

222 ZZ3条 (） 0 o （） 0 地方公務員法 (） 0 0 （） 0

5 放 ． ． 火
心

108～1 14条 (） 0 0 （） 0 25 名誉穀損 侮辱 230 231条 (） 0 0 （） 0 労 働 基 準 法 (） 0 O （） 0

6 失 火 1 16 1 17条の2 (） 0 O （） 0 26 信用穀損及び業務妨害 233～234条の2 ． （） 0 0． （） 2 労働安全衛生法 (） 0 0 （） 0

7 往来妨害及び同致死傷等 124～lZ9条 (） 0 0 （） 0 27 窃 盗 235 243条 (） 2 0 （） 2 暴力行為等処刑に関する法律 (） 0 0 （） 0

8 住居侵入等 130 1 32条 (） 0 O （） 5 28 不動産侵 奪
235条の2

243条
(） 0 O （） 0 lﾖ勅I|[の速'l嘱により人を死傷させ

る行為等の処罰に関寸-る法禅 (1) 3 o （1） 4

9 文 書 偽 造 154～161条の2 (） 0 0 （） 2 29 強盗 同致死傷等
236～241条

243条 、 ()。 0 0 （） 0 うち，危険迎帳致死傷等 2条 3条

6条1項， 2項 .(） 0 0 （） ．0

10 有価証券偽造
■

162～163条の5 (） 0 0 （） 0 30 詐 欺
６
８

４
４
２
２
246条の2

250条
(） 0 0 （） 0 うち，過失遮娠致死傷アルコール

等影辨発覚免脱等 4条 6条3項 (） 0 0 （） 0

11 偽 証 169～171条 (） 0
■ －

O （） 0 31
ゴヒ

任月 247 250条 (） 0 0 （） 0． うち，過失運帳致死傷等 5条 6条4項 (1) 3． 0 （1） ‘1

12 虚偽告訴等 172条 (） 0 0 （） 、2 32 恐 喝 249 250条
｡ ■

(） 0 0 （） 0 特 別 法 そ の 他 (） 1 0 （） 1

13
強制わいせつ，強制性
交等，同致死傷等

1 76～181条

181条
(） 0 0 （） 0 33 横領 遺失物等横領 252 254条 (） 0 0 （） 0 (） 0 0 （） 0

l‘1 職権濫用， 同致死傷等
193

196条

194条
(） 1 O （） I 3‘I 業務上横領 253条 (） 3 0 （） 3 特 別 法 犯 計 (1) 4 0 （1） 5

15 特別公務貝罪行陵虐，同致死側 195 196条 (） 1 0 （） 2 35 盗品譲受け等 256条 (） 0 0 （） 0
■ c

16 贈 収 賄
197～197条の4
198条

(） 0 O （） 0 36 穀棄 隠匿等
258～261条

262条の2， 263条
(） 3 0 （） 3

’
一
’
８

二
『
口

〈
ロ (1) 29 [o］ （1） 35

17

18

19

20

殺人， 自殺関与及び同意殺人

傷害 同致死

行暴

過失致死傷

199～203条

204～206条
P

203条

209 210条

(） 2

(） 5

(） 0
■ ●

(） 0

O （） 2

0 （） 5

0 （） I

O （） 0

37

38

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の‘ 、 他

刑 法 犯 計

平成25年法i‘1t第86号

による改正前の208条
U〕Z

平成Z5年法11t鞆86号

による改正l)ｳの21 1条
2項

(） 0 ．

(） 0

(） 3

(） 25

0 （） 0

0 （） 0

0 （） 0

0 （） 30

備

一
号

刑法犯その他

別紙のとおり

特別法犯その他

別紙のとおり

件数

3

件数

1



一

画一再凸
一宮◆-

b△～心､＝■

別紙 (第三検審）受理件数既済件数
1刑法犯その他として事件罪名
○未成年者略取
○拐取者身の代金要求
2特別法犯その他として事件罪名

1

2

０
０

○会社法違反 1 1



’

審査事件罪名別新受 ． 既済年報第5表
大阪 地裁管内

令和 年 一L-n唐鍾、、 ＋△－，圭引一八元

(注）

l 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等jには，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(股刑一）

令和2年 1月 6日

最高裁判所刑事局長殿 大阪四検事務局長

刑 法 犯 特 別 法 和

符号 罪名 条項

人員

新受 既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済

1 公務執行妨害, 1職務強要 95糸 (） 0 0 （） 0 21 業務上過失致死傷 21 1条1項ii;j股 (） I (l］ （） I 公 職 選 挙 法 (） ． 0 0 （） 0

リ 封印等破棄 96条 (） 0 0 （） 0 22 重過失致死傷 21 1条1項陵段 (） 0 O （） 0 道 路 交 通 法 (） 0 0 （） 0

3 ﾘ，i制執行妨撫競売等妨害 96条のZ 3 ． (） 0 0 （） 0 23 逮lili及び朧禁，同致死傷 220 221条 0 0 0 （） 0 地 方 自 治法 (） ． 0 O （） 0

‘I 証・拠隠滅 ’等
l （）3， ．104条
105条の2

(） 0 O （） ．0 2'1 脅 強要 ZZZ 223糸 (） 0 ． 0 （） 0 地方公務員法 (） 0 0 （） 0

5 放 火 108～1 14条 (） 0 0 （） 0 25 名誉穀損 侮辱 230 231条 (） 0 0 （） 0 労 働 基 準 法 (） 2 O （） 4

6 失 火 1 1 6 1 17条の2 (） 0 0 （） o 26 信用穀損及び業務妨害 233
０
へ Z34条の2 (） 0 0 （） 0 労働安全衛生．法 (） 0 O （） 0

7
凸
Ｐ
、

往来妨害及び同致死傷等 124～129条 (） 0 0 （） 0 27 窃 盗 235 243条 (） 0 O （） 0 暴力行為難処刑に関する法tlk (） 0 O （） 0

8 住居侵入等 130 132条 (） 0 0 （） 0 28 不動産侵 奪
235条の2

243条
(） ． 0

守 り0 （） 0
自動車の通帳により人を死傷させ
る行為等の処罰に関する法律 (） I 0 （） 0

9 文 書 偽 造 154～161条の2 (） 4 0 （） 8 29 強盗 同致死傷等
236～Z‘1 1条

243条
(） 6 0 （） ． 6 うち，危険運転致死傷等 2条 3条

6条1項 2項
(） 0 O （） 0

10
■

有・価証券偽造 162～163条の5 (） 0 0 （） 0
､

30 詐 欺
６
８

４
４
２
２
246条の2
250条

(） I [l］ （） 3
うち‘過失運転致妃傷アルコール
等影郷発覚免脱等

4条 6条3項 (） 0 0 （） 0

11 偽 証 169～171条 ()． 1 0 （） 1 31 背 任 247 250条 (） 0 O （） 0 うち，過失迎振致死傷等 5条 6条4項 (） 1 0 （） 0

12 虚偽告訴等 172条 (） 1 O （） 1 32 喝 249 250条 (） 0 O （） 0 特 別 法 そ の 他 (） 0 0 （） ． 0

13
強制わいせつ，強制性
交等， 同致死傷等

176～181条

181条
(） 0 ･0 （） 0 33 横領 遺失物等横領 252 254条 (） 1 0 （） 1 (） 0 O （） 0

l‘！ 職権濫用， 同致死傷等
193

196条

194条
(） 1 0 （） 1 3‘！ 業務上横領 253条 (） 0 0 （） 0 特 別 法 犯 計 (） 3 0 （） ‘1

15 特別公務員晶行陵虐‘同致死慨 195 196条 (） 1 0 （） 1 35 盗品譲受け等 256条 (） 0 0 （） 0

16 贈 収 賄
197～197条の4

198条
(） 0 O （） 0 36 穀棄 隠匿等

258～261条

262条の2 263条

●

●

(） 0 O （） 0 今
計ロ (） 26 [2］ （） 35

17

18

19

20

殺人， 自殺関与及び同意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失．致死傷

199～203条

204～206条

208条

209 210条

(） 0

(） ．‘I

(） 1

(） 1

0 （） 0

0 （） 6

0 （） I

0 （） 1

37

38

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法i1k第86号

による改正前の208条
の2

平成25年法i1噸；86号

による改正前の21 1条
2頓

(） 0

(） 0

(） 0

(） 23．

0 （） 0

0 （） 0

O （） 0

[2］ （） 31

備
考

検察審査会申立書罪名検察審査会認定罪名

公文11ド蝿辮‘公文i1$偽造，公文11ド

件数

鍛燕偲腿．公金不正振り込み，公虚偽有印公文襟作成．同行使 4
正師i1$爪木不実記i職 ．
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審査事件罪名別新受 ・ 既済年報第5表
～ 大阪 地裁管内

年
ダ 心

元 。 ＋、 斗些一幸ゴーへ

(注）

l 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は,違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し， 内数として計上する。 ． 、

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(最刑一）

令和2年1月9日

最高裁判所刑事局長殿 堺検事務局長

刑 法 犯

● ■

特 別 法 和

符号 罪名 条項

畠

新受 既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

● 人員

新受 既済

I 公務執行妨害，職務独要 95条 (） 0 0 （） 0 21 業務上過失致死傷 21 1条1項前段 (） 1 O （)‐ 0 公 職 選 挙 法
0 ●

(） 0 0 （） 0

2 封印等破棄 96条 (） 0 0 （） 0 22 重過失致死傷 21 1条1項後段 (） 0 0 （） 0 道 路 交 通 法 (） 0 O （） 0

3 強制執行妨害，鮠売等妨杏 U6条の2 3 (） 0 O （） 0 0)つ
し｡、 逮lili及び朧禁，同致死傷 2ZO 221条 (） 0 O （） 0 地 方 自 治 法 (） 0 0 （） 0

'1 証拠隠滅等
103 104条
105袋の2

(） I 0 （） 1 2‘I 脅迫 強要 塾Z2 2Z3条 (） 0 0 （） 0 方公務員法 ． （） 0 0 （） 0

5 放 火 108～1 14条 (） 0 O （） 0 25 名誉穀損 侮辱 230 231条 (） 0 0 （） 0 労 働 基 準 法 (） ． 0 0 （） 0

6 失 火 1 16 1 17条のZ (） 0 0 （） 0 26 信用穀損及び業務妨害 233～234条の2 (） 0 0 （） 0 労働安全衛生法 (） 0 O （） 0

7 往来妨害及び同致死傷等 124～129条 (） 0 O （） 0 27 窃 盗 235 243条 (） I O （） 1 暴力行為等処削に|周する法律 .(） 0 O （） 0

8 住居侵入等 130 132条 (） 0 O （） 0 28 不動産侵奪
235条のZ

243条
(） 0 O （） 0

自励zlｴの巡娠により人を死傷させ
る行為等の処刑に関する法律 (） 3 O ‘ （） 1

●

9 文 書 偽 造 154～161条の2 (） 0 0 （） 0 29 強盗 同致死傷等
236～241条

243条
(） 0 O （） 0 うち，危険迎娠致死傷等

2条 3条
6.条1項 2項

(） 0 0 （） 0

10 有価証券偽造 162～163条の5 (） 0 0 （） 0 30 詐 欺
６
８

４
４
２
２
Z46条のZ■

250条
(） ，I 0 （） 1

うち＃過失迩振致死傷アルコール
等影郷発覚免脱等

&↓条 6条3項 (） 0 0 （） 0

11 偽 証 169～171条 (） 0 0 （） 0 31 背 任 247 250条 (） 12 O （） 、 5 うち，過失迎娠致死傷等 5条 6条4項 (） 3 0 （） 1

12 虚偽告“訴等 172条 (） 1 o （） I 32 恐 ・ 喝 249 250条 (） 0 0 （） 0 特 別 法 そ の 他 (） 2 O （） 2

強制わいせつ，強制性
交等，同致死傷等

176～181条

181条
(） 2 [2］ （） ‘1 33 横領 遺失物等横領 252 254条 (） 0 0 ． （） 0 (） 0 0 （） 0

l‘I 職権濫用，同致死傷等
193

196条

194条
(） ‘1 O （） ‘I 3‘1 業務上横領 253条 (） 0 0 （） 0 特 別 法 犯 計 (） 5 O （） 3

15 緋別公勝員暴行陵虐，同致死慨 195 196条 (） 0 0 （） 0 35 盗品譲受け等 256条 (） 0 0 ． ．(） ・ 0

16 贈 収 賄
197～197条の4

198条
(） 1 0 （） 1 36 穀棄 、

、

隠匿等
258～261条
262条の2 263条

(） 0 O （） 0 今． 計ロ (） 34 [2］ （） 22
、 ｡

17

18

19

20

殺人， 自殺lj9与及び同意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

199～203条

204～206条

208条

209 210条

(） 0

(） 2

(） 0

(） 0

O （） 0

O （） 1

0 ． （） 0

0 （） 0

37

38

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法ilt第86号

による改正前の208条
のZ

平成25年法il翻り86号

による改正前の21 1条
2噸 ．

(） 0

(） 0

(） 0

(） ’ 29

0 （） 0

0 （） 0

0 （） 0

[2〕 （） 19

備
考

特別法犯その他 ・ 件数
ザ 4

浄化槽法違反 2



第5表 審査事件罪名別新受 ． 既済年報
大阪 地裁管内

令和 元 年

(注）

1 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(最刑一）

刑 洪 外ロ
特 RIl 雑 x、

符号 罪名 条項 新受

員

既済 降号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済
1 公務執行妨害，職務強要 95条 (） ・0 0 （） 1 21 業務上過失致死傷 21 1条1項前段 (） 0 O ・(） 0 公 職選 挙 法 (） 0 0 （） 0

封印等破棄 96条 (） 0 O （） 0 22 重過失致死傷 21 1条1項俊段 (） 0 O （） 0 道 路 交 通 法 (） 0 o （） 0

3 強iliﾘ執行妨害，競充等妨害 96条の2 :』 (） 0 O （） 0 23 逮lili及び朧禁D ･同致死傷 220 221条 (） 0 0 （） 0 地 方 自 治 法 (） 0 o （） 0

'1 証拠隠滅等
103 104条
105条U〕2

(） 0 0 （） 0 2‘1 脅 強要 診Z2 ZZ3条 (） 0 0 （） 0 地方公務員法 (） 0 0 （） 0

5 放 火 108～1 14条 (） 0 0 （） 0 25 名誉穀損 侮辱 230 231条 (） 0 0 （） 0 労 働 基 準 法 (） 0 0 （） 0．

6 失 火 1 16 1 1 7条の2 (） 0 o （） 0 26 信用穀損及び業務妨害 233～234条の2 (） 0 0 （） 0 労働安全衛生法 (） 0 0 （） 0

7 往来妨害及びI司致死傷等 124～129条 (） 0 O （） 0 27 窃 盗 235 243条 (） 0 0 （） 0 暴力行為等処刑に関する法律 (） 0 0 （） 0

8 住居侵入等 130， ． 13．2条 (） 0 O （） 0 28 不動産侵奪
Z35条の2

243条 (） 0 O （） 0 自動Jl[の運帳により人を死傷させ
る行為等の処嗣に関す-る法体 (） 3 0 （） 2

9 文 書 偽 造 154～161条の2 (） 0 0 （） 0 29 強盗 同致死傷等
236～241条

243条 (） 0 0 （） 0 うち，危険迎伝致死傷等 2条 3条
6条1項 2項． (） 0 0 （） 0

10 有価証券偽造 l6Z～163条の5 (） 0 0 （） 0 30 詐 欺
６
８
４
４
２
２
246条の2

250条
(） 。 ’ O （） 3 うち，過失運1嘱致死傷アルコール

等影靭発覚免脱等 4条 6条3項 (） 0 0 （） 0

11 偽 証 169～171条 (） 0 0 （） 0 31
ゴヒ

任月 247 250条 (） 0 0 （） 0 うち，過失運転致死傷等 5条 6条4項 (） ・ 3 O （） 2

12 虚偽告訴等 172条 (） 0 0 （） 0 32 恐 喝 249 250条 (） 0 0 （） 0 特 別 法 そ の 他■ (） 0 O （） 0

13
強制,わいせつ，強制性
交等，同致死傷等

176～181条

181条
(） 0 0 （） 0 33 横領 遺失物等横領 252 254条 (） ． 0 O （） 0

、

、

(） 0 O （） 0

'’1 職権濫用， 同致死傷等
193

196条

194条
(） 0 O （） 0 3‘I 業務上横領 Z53条 (） 0 O （） 0 特 別 法 犯 計 (） 3 O （） ・2

15 特別公務員飛行陵噛，同致死慨 195 196条
● ｡

(） 0 O （） 0 35 盗品譲受け等 256条 (） 0 0 （） 0

一 一望
一一一

16 贈 収 賄
197～197条の4
198条

(） 0 0 （） 0 36． 穀棄 隠匿等
258～261条

262条の2 263条
(） 0 0 （） 0 "へ

ロ 計
(） 4 0 （） 6

17

18

19

20

殺人， Iﾖ殺関与及び同意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致・死傷

199～203条

204～Z06条

208条

209 210条

(） 0

(） 0

(） 0

(） 0

0 （） 0

・ 0 （） 0

0 ． （） 0

・ 0 （） 0

37

38

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法Nt第86号

による改正肋の208条
の2

平成25年法iド鞆86号

による改正前の．21 1条
2項

(） 0 ．

(） 0

(） 0

(） 1

0 （） 0

o （） 0

0 （） 0

0 （） ‘1

備
考



（別紙様式第5）

第5表 審査事件罪名別新受 . 既済年報一

京都地裁管内

(注）

l 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(最刑一）

騨
蕊
、
《
ゞ
《

●
○
口
ロ
リ

”
や
８
ｍ

城
駆
・
勺
坐
バ
ー
師
型
製
一
切
‐
‐
，

い
●
・
等
Ｏ

脚
灘
卜
一
、
蛎
鮮
》

刑 法 邪
特 Rll 〃弓 X、

符号 罪名 条項 新受

百

､貝

既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済
1 公務執行妨害，職務強要 95条 21 業務上過失致死傷 21 1条1項前段 公 職 選 挙 法 1 1

2 封印等破棄 96条 22 重過失致死傷 21 1条1項後段 道 路 交 通 法

3 強iliﾘ執行妨害，競売等妨悲 96条の2 3 23 逮捕及び監禁，同致死傷 220 221条 1 1 地 方 自 治 法

‘I 証拠隠滅等
103 104条

105条の2

■ ■

24 脅迫 ， 強要 222 223条 地方公務員法

5 放 火 108～1 14条 25 名誉穀損 侮辱 230 231条 労 働 基 準 法

6 失 火 1 16 1 17条の2 26 信用殴損及び業務妨害 233～234条の2 労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 124～129条 27 窃 盗 235 243条 10 1

■ や

暴力行為等処罰に関寸-る法律

8 住居侵入等 130 132条 2 28 不動産侵奪
235条の2

2．13条
自動IlZの運!'蟹により人を死傷させ
る行為竿の処罰に閲する法維 q ■ 1 3

9 文 書 偽 造
●

154～161条の2 2 29 強盗 同致死傷等
236～241条

243条 うち，危険運11辰致妃傷等 2条 3条‘

6条1項 2項

10 有価証券偽造 162～163条の5 心 30 詐 欺
６
８

４
４
２
２
246条の2

250条
2 31

うち，過失運1握致死傷アルコール

等影郷花覚免脱等 4条 6条3項

11 偽 証 】69～171条 5 31 背 任 247 250条 ． うち，過失運!'蜜致死陽等 5条 6条4項 3 3

12 虚偽告訴等 172条 32 恐 喝 249 250条
■ 1■

l;1
髄i制わいせつ‘賊制性交等，同
致死{鳩等 ．

176～181条 3 2 33 横領 遺失物等横領 252 254条

14 職権濫用， 同致死傷等
193

196条

194条
5 5 34 業務上横領 253条 1 1 特 別 法 犯 計 4 4

15 特別公務員暴行峻虐，同致死傷 195 196条 35 盗品譲受け等 256条
一一■

ー－－

16 贈 収 賄
197～197条の4

198条
36 穀棄 隠匿等

258～261条

262条の2 263条
5 5 合 計 :13 66

17

13

19

20

人 自殺関与及び同意殺人

傷害 同致死

暴． ‐ 行

過・ 失致死傷

199～203条

204～200条

208条

209 210糸

9
■

9

37

18

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成･25年法制t節86号

による改正前の208条
の2

平成25年法祁第86号

による改正前の21 1条
2項

29 62

備

考

京都第一；
京都第二 ■

一
回
毎

｢18」のうち2人につき，検察審査会認定罪名は「19｣
｢14」のうち3人につき，検察審査会認定罪名は「18」

■ ●



（別紙様式第5）

第5表 審査事件罪名別新受 ， ･ 既済年報
京都地裁管内

年元 一一」~nP ■ ロ ▲ 凸一 一 ■ 凸 ▲

(ﾙﾋ）

l 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(最ﾉ｢リー）

b ■

刑 法 犯 特 %ll ･ 法 那

符号 罪名 条項

人員

新受 既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済
1 公務執行妨害，職務強要 95糸 21 業務上過失致死傷

③

21 1条1項前段 公職選 挙 法

句
竺 封印等破棄 96条 22 重過失致死傷 21 1糸1項後段 道 路 交 通 法

3 強i制執行妨害，競売鰈妨密 06条の2‘ 3 23 逮捕及び監禁，同致死傷 220 221条 I I 地 方 自 治 法

4 証拠隠滅等
103 104糸

105条の2
2ｲ1 脅迫 ， 強要 222 223条 地方公務員法

5 放 火 108～1 14糸 25 名誉穀損 侮辱 230 231条 労 働 基 準 法

6 失 ・ 火 1 16 1 1 7条の2 26 信用穀損及び業務妨害 233～234条の2 労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 124～129条 27 窃 盗 235 243条 1 1 暴力行為等処罰に関する法律

8 住居侵入等 130 132条 28 不動産侵奪
235条の2

243条
lﾖ勤JlIの運!'辰により人を死慨させ
る行為等の処罰に|H1する法ilk I

9 文 書 偽 造 154～161条の2 2 29 強盗 同致死傷等
236～241条
243条 うち，危'倹運権致死傷等 2条 3条

6条1項 2項

10 有価証券偽造 102～163条の5 30 詐 欺
６
８

４
４
２
２
246条の2

250条
1 9

うち，過失運'1転致死鰹アルコール

等影辨発覚免脱等 4条 6条3項

11 偽 証 】69～171条 1 31 背 任 247 250条 ● 句

うち，過失趣|渥致死傷等 5条 6条4収 1

12 虚偽告訴等 】 72 32 恐 喝 249 250条

13
独制わいせつ， ”i;liﾘ性交等， 同
致死慨錬

】 76～181条 1 1 33 横領，遺失物等横領 252 254条

皿 職権濫用，同致死傷等
193

196条

194条
34 業務上横領 253条 特 別 法 犯 計 1

15 特別公務員暴行陵虐．伺致死傷 195 196条 35 盗品談受け等 256条

16 贈 収 賄
197～197条の4

198条
36 穀棄 隠匿等

258～261条

262条の2 263条
5 5 合 計

19 25

17

18

19

20

人 自殺関与及び同意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

199～203条

204～206条

208条

209 210条

7 7

●

37

3H

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法i''第86号
による改正前の208条
の2

平成25年法祁第86号

による改正前の21 1条
2項

18 25

備

考 ｢18」のうち2人につき．桧塞審杏今認声罪楽け「1ql



（別紙様式第5）

第5表 審査事件罪名別新受 ・ 既済年報 京都地裁管内

令和 年元 古さR醤一J弓全雰ご壷ヱラ催ダム匙

(注） …

1 「既済｣ .に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあ･ったものの数(合計数）は,。 ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し， 内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(最刑一）

刑 法 犯 …特 別 法 和

符号

ら

罪名 条項

人員

新受 既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済

1 公務執行妨害，職務強要 95糸 21 業務上過失致死傷 2］ 1条1項前段 公 職 選 挙 法 1 1

句
と 封印 等破 棄 96条 22 重過失致死傷 21 1条1項後段 道 路 交 通 法

3 強iliI執行妨害，競売等妨害 96条の2 3 23 逮捕及び監禁，同致死傷 220 22． 1条 地 方 自 治 法

4 証拠隠滅等
103 104条

105条の2
241 脅迫 強要 222 223条 地方公務

‐

貝 法

5 放 火 108～1 14条 25 名誉穀損 侮辱 230 231条 労 働 基 準 法

6 失 火 ］ 16 117条の2 26 信用穀損及び業務妨害 233←234条の2 労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 124～129条 27 窃 盗 235 243条 暴力行為等処罰に関寸-る法律

8 住居侵入等 130 132条 ・ 2 28 不動産侵奪
235条の2
243条

|ﾖ動11ｴの運I|属により人を死傷させ
る行為等の処罰に側する法律 .2 2

9 文 書 偽 造 154～161条の2 29 強盗 同致死傷等
236～241条

243条
うち，危険連'|騒致死傷等

2条 3条
6条1項 2項

10 有価証券偽造 162～163条の5 ● ｡ ■

30 詐 ・ 欺
６
８

４
４

２
２
246条の2

250条
1 22

うち，過失運il騒致死傷アルコール
等影群発覚免脱等

■ 寺

4条 6条3項

11 偽 証 ］69～171条 4 31 背 任 247 250条 うち，過失”渥致死傷等 5条 6条4項 2 2

12 虚偽告訴等 172条 32 恐 喝 249 250条

13
強制わいせつ，強制性交等，同
致死傷等

176～181条 2 1 33 横領 遺失物等横領 252 254条 ● P

14 職権濫用，同致死傷等
193

】 96条

19ｺ条
5 5 34 業務上横領 253条 I 1 特 別 法 犯 計 3 3

15 絆別公務員暴行|唆虐，同致死傷 195 196条‘ 35
● 盗品譲受け等 256条

16 贈 収 賄
197～197条の4

198条
36 穀棄 隠匿等

258～261条

262条の2 263条 合 計
14 ･40

17

lH

19

20

殺人， 自殺関与及び同意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

199～203条

204～206条

208条

209 210条

⑫ 2

37

､38

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法律第86号

による改正前の208条
の2 ．

平成25年法律第86号

による改正前の21 1条
2項

11

■
●

37

備

考 ｢14」のうち3人につき，桧察審杏会認志罪楽は「1RI



【機密性2】（別紙様式第5）

第5表 審査事件罪名別新受 ・ 既済年報
京都地裁管内

■ 生 ■ ■ ▲ ■ ■

(注）

l 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(最ﾉIリー）

P －

刑 法 犯
特 RIl 渋 xロ

符号 罪名 条項

人
‐

貝

新受 既済 符号 罪名

｡

条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済
1 公務執行妨害，職務強要 95条 21 業務上過失致死傷 21 1条1項前段 公 職 選 挙 法

2 封印等破簗 90条 22 重過失致死傷 21 1条1項後段 道 路 交 通 法

3 強制執行妨害，競売等妨害 96条の2 3 23 逮捕及び監禁，同致死傷 220 221条 地 方 自 治 法

‘I 証拠隠滅等
103 104条

105条の2
2‘I 脅 強要 2．22 223条 地方公務員法

5 放 火 108～1 14条 25 名誉穀損 侮辱 230 23】粂 労 働 基 準 法

6 失 ． 火 1 1｡ 1 17条の2 26 信用穀損及び業務妨害 233～234条の2 労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 124～129条 27 窃 盗 235 243条 暴力行為等処罰に関1－る法律

8 住居侵入等 130 132条 2H 不動産侵奪
6

235条の2

243条
lﾖ動ilｴの卿騒により人を死傷させ
る行為等の処罰に関する法律

9 文 書 偽造 154～161条の2 29 強盗 同致死傷等
236～241条 一

243条 うち‘危険趣l騒致死傷等
2条 3条
6条1項 2項

10 有価証券偽造 162～163条の5 30 詐 欺
６
８
４
４

２
２
246条の2

250条
うち，過失運I|騒致死傷アルコール
等影辮発覚免脱等 4条 6条3項

11 偽 証 169～171条 31
ゴヒ

任目 247 250条 うち，過失趣|嘱致死傷等 5条 6条4項

12 虚偽告訴等 172条 32 恐 喝
◆

249 250条

13
強制わいせつ，独制性交等，同

致死傷等
176～181条

C Q

33 横領， 遺失物等横領 252 254条

l‘1 職権濫用， 同致死傷等
］93， ． 194条

196条
34 業務上横領 253条 特 別 法 犯 計

15 ． 特別公務員暴行|唆虐， I司致ｸE傷 1．95 196条 35 盗品譲受け等

ヂ

256条

16 贈 収 賄
197～197，条の．』

198条
36 穀棄 隠匿等

258～261条

262条の2 263条
‘へ

計ロ ．

17

18

19

20

殺人， 自殺関与及び同意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

199～203条

204～206条

208条

209 2】0条
＝ ■

37

38

39

危険運転致死“傷

､自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法沖第86号

による改正前の208条
の2

平成25年法律第86号

による改正前の21 1．条
2項

備

一
壱

C 毎
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（別紙様式第5）

第5表 審査事件罪名別新受 ． 既済年報
京都地裁管内
舞鶴検察審査会

令和 年元

(注）

l 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等， 同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(最刑一）

刑 法 犯
特 Rll 灌 訓、

符号 罪名 条項 新受

国

,貝

既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済
1 公務執行妨害，職務強要 95条 21 業務上過失致死傷 21 1条1項前段 公 職 選挙 法

2 封印等破棄 96条 ． 22 重過失致死傷 21 1条1項後段 道 路 交 通 法

3 ﾘ姉|iﾘ執行妨害，競売弊妨害 96条の2 3 2;1 逮捕及び監禁，同致死傷 220 221条． 地 方 自 治 法

4 証拠隠滅等
103 104条

105条の2
2'1 脅． 迫 強要 222 223条 地方公務員法

5 放 火 108～1 14糸 25 名誉穀損 侮辱 230 231条 労 働 基 準 法

6 失 火 1 16 1 17条の2 26 信用穀損及び業務妨害 233～234条の2 労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 124～129条 27 窃 盗 235 243条 暴力行為等処罰に関1－る法律

8 住居侵入等 130 132条 28 不動．産侵奪
235条の2
243条

自動I胆の運Il喧により人を死蛎させ
る行為錦の処削に関する法倣 1

9 文 書 偽 造 154～161条の2 29 強盗 同致死傷等
236～24］条
243条 うち，危'倹迎11騒致死傷等 2条 3条

6条1項 2項

10 有価証券偽造 162～163条の5 30 詐 欺
６
８

４
４
２
２
246条の2
･250条

うち，過失運転致死傷アルコール
■

罪影辨発覚免脱等 4条 6条3項

11 偽 証 169～171条 31 背 ・任 247 250条 うち，過失遮権致死傷等 5条 6条4．項 I

12 虚偽 告訴等 172条 32 刃1』 喝』山、

● ①

249 250条

13
弧制わいせつ‘独制性交等‘同

致死i暇等
176～18】条 33 横領 遺失物等横領 252 254条

肱I 職権濫用，同致死傷等
193

190条
■

194条
34 業務上横領 253条 特 別 法 犯 計 Ｕ

一
1

15 特別公務風暴行陵虐，同致死傷 195 196条 35 盗品譲受け等 256条

16 贈 収 賄
197～19．7条の4

198条
36 穀棄 隠匿等

258～261条
262条の2 263条

今
計ロ

1

17。

13

19

20

殺人， 自殺ij9与及びI司意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

109～203条

204～206条

208条

209 210条

37

38

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法祁第86号

による改正前の208条
の2 ．

平成25年法I''第86号

による改正前の21 1条
2項

｡ ’■

備
考

◆ 甲



(別紙様式第5）

審査事件罪名別新受 ， 既済年報第5表 神戸地裁管内

J全房言封z五三△､佳三I_圭、 凸

(注）

l 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(最j｢リー）
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刑 法 ・ 犯 特 別 法 和

符号 罪名 条項

人員

新受 既済 符号 罪名

●

6

●

ｴ首
〆、条

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済

1 公務執行妨害，職務強要
e

95条 21 業務上過失致死傷 21 】条1項前段 8 公職 選 挙 法

封印等破棄 96条
申 一

22 重過失致死傷 21 1条1項後段 道 路 交 通 法 1 17条の2の2館I
0号

I I

3 髄i制執行妨害，髄売弊妨悲 96条の2 3 23 逮捕及び監禁，同致死傷 220 221条 地 方 自 治 法

‘1 証拠 隠滅等
103 104条 ．

105条⑱2 ．
1 1 2‘1 脅迫 強要 222 223条 2 2地方公務員法

､5 放 火 108～1 14条 25 名誉穀損 侮辱 230 23】条
■ 句

5 労 働 基 準 法 1 19条1号 2 ！

6 失 火 】 16 】 】 7条の2 26 信用穀損及び業務妨害 233～234条の2

■ ｡

労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 124～129条 27 窃 盗 235 243条 一 旬

I 暴力行為等処罰に側寸-る法flk

H 住居侵入等 130 132条 2H 不動産侵奪
235条の2

243条
lﾖ卿l[の運il底により人を死傷させ
る行為等の処罰に関する法搾 7 5

9 文 書 偽 造 154～16］条の2 5 5 29 強盗 同致死傷等
236～241条

243条
2 うち，危'倹迦|喧致死傷等

2条 3条

6条1頂 2項

10 有価証券偽造 162～163条の5 30 詐 欺
６
８

４
４
２
２
246条の2

250条 ．
H 5

うち，過失逆'1猿致死鰯アルコール

等影郷捲覚免脱諜． 4条 6条3項

11 偽 ，証 169～171条 31 背 任 247 250条
ワ
ム [l］ 1 うち，過失連11嘱致死傷等 5条 6条4収 7 5

12 虚偽告訴等 】 72条 3 3 32 恐 喝 249 250条 1 ■ I 備考柵のとおり 。 3 6

1:I
強制わいせつ，強制
性交等， 同致死傷等

】 76～］81条 4 [l］ 5 3:） 横領 遺失物等横領 252 254条 2 2

14 職権濫用， 同致死傷等
193 194条

190条 。
:刑 業務上横領 253条 2 I 特 別 法 ・犯 計 ・ 13 ､ 13

15 特別公務員暴行陵虐， I司致死i際 195 1 96条 35 盗品譲受け等 256条

16 贈 収 賄
197～197条の4

】 98条
36 穀棄， 隠‘匿等

258～261条

262条の2 2．63条
:! [l］ ‘I 谷口 計

● 今
'78 [4］ 74

17

lH

19

20

殺人
＝ ●

I畠l股関与及び'司意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

199～203条

204～206条

208条 ．

209 210条

''1

5

I

[l］ 14

3

37

38

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法ilt第86号

による改正前の208条
の2．

平成25年法ilk第86藩

による改正前の21 1条
2項

3

65

）

['1］ 、 61

備

考

･賞金桑伝47条2着既済2

・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例3条
の2第1項1号， 15条1項既済1 ・
・入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を
害すべき行為の処罰に関する法律8条新受1，既済1
・不正アクセス行為の禁止等に関する法律11条新受2，既済2
符号39

･秘密漏示134条新受3，既済3



審査事件罪名 ・別新受 ・ 既済年報第5表
神戸地裁管内

令和 元年 令士＝＝ 』へ一一→-,

(注）

l 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等， 同致死傷等」には，平成29年法律第72，号による改正前の「強かん,強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(最ﾉIリー）

刑 法 犯 特 別 法 和

符号 罪名 条項

人員

新受 既済 符号 罪名

① ｡

条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済

I 公務執行妨害，職務強要 95条 ， 21 ． 業務上過失致死傷 21 1条1項Iiii殿 。 公 職 選 挙 法

句
坐 封印等破棄 90条 22 重過失致死傷 21 1条1項後段 道 路 交 通 法

3 強iliﾘ執行妨害，純売等妨杏 96条の2 3 2:I 逮捕及び監禁，同致死傷 220 221糸 地 方 自 治 法

'1 証拠隠滅等
103 104条

105条”2
1 I 2'1 脅迫 》 強・ 要 222 223．条 地方公務員法

5 放 火 108～1 1 4条 25 名誉穀損 侮辱 230 231条 労 側 基 準 法 1 1 9条1 2 I

6 失 火 1 16 】 17条の2
●

･26 信用殿損及び業務妨害 233～234条の2 労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 124～129
”

剥冒
も

27

● 0

窃 盗 235 243条 1 暴力行為等処罰に関1－る法維

H 住居侵入等 】 30 132条 2H 不動産侵奪
235条の2

243条
lﾖ動jlｴの遮I|砥により人を死傷させ
る行為弊の処罰に関する法『|&

b e

I

9 文 書 偽 造 ･154～1 6j条の2 ‘1 '1 29 強盗 同致死傷等
236～241条 ．

2．J3．条
2

● うち，危'吹遮‘|匿致死傷等 2条， 3条
6条1項 2項

10 有価証券偽造 ､162～1 63条の5 30 詐 欺
６
８

４
４

２
２

2．↓6条の2

250条
7 '1

うち，過失連1娠致死傷アルコール
等影郷碓覚免脱弊 4条 6条3項

1 1 偽 証 1 0り～1 7．1条 31 背 任 247 250条 1 .うち，過失運il嘱致死傷等 5条 6条4項 I

12 虚偽告訴等 1 72条 3 3 32 恐 喝 249 250条 ※Mi考柵のとおり 8条 I I

13
強制わいせ.つ， 、強制
性交等， 同致死傷等

170～181条 I 33 横領 遺失物等横領 252 254条 I 1
6

皿 職権濫用， 同致死傷等
193

196条

】 94条
34 業務上横領 253条． ！ 特 別 法 犯 計 4 2

15 特別公務風暴行陵虐，同致死慨 195 196条 :15 盗品譲受け等 256条

16 贈 収 ・賄
■ ■ ■ ●

197～197条の‘I

198．条
36 穀棄 隠匿等

258～261条

262条の2 263条 合 計 28 27

17

18

19

20

殺人， Iﾖ殺側与及びI司意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

1 99～203条

20．1～206条

208条

209 210条

:1

2

3

‘I

2

37

:IH

■ ●

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法i1噸I86号

による改正前の208条
の2

平成25年法iIl姉86号

による改正前の21 1条
2噸

2'1 25

備
考

※入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を
害すべき行為の処罰に関する法律 、



－口

審査事件罪名別新受 ． 既済年報第5表
神戸地裁管内

令和 元年 4－L一． △ ＝ ロク ー▲ ｰ ▲ ． ‐

(注）

l 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(股ﾉIリー）

旬 ●

・ 刑 法 犯

つ ●

特 別 渋 x、

符号 罪名 条項

人員

新受 既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済
1 公務執行妨害，職務強要 95糸 21 業務上過失致死傷 21 1条1項前段 H 公： 職 選 挙 法

2 封印等破棄 90条 22
F

重過失致死傷 21 1条1項俊段 道 路 交 通 法 1 1 7条の2のZ鋪I
()号 I I

3 ﾘji制執行妨害，競売騨妨密 9〔j糸の2 3 2:I 逮捕及び監禁，同致死傷 220 221条 地 方 自 治 法

′I 証拠隠滅等
103 104条

105条の2
扣
咽
⑦
由 脅迫 強要 222 223条 I I 方公務員法

5 放 火 108～1 14条 25 名誉穀損 侮辱 230 231条 色 労 働 基 準 法

6 失 火 1 1 0 】 1 7糸の2 2ii 信用穀損及び業務妨害 233～234条の2 労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 124～］29条 27 窃 盗 235 243条 暴ﾉJ行為等処刑に開寸-る法律

H 住居侵入等 130 132条 2H 不動産侵奪
235条の2

243条
自励Ul〔の迎'1濃により人を死慨させ
る行為弊の処罰にIM1する法rl2 I

9 文 書 偽 造 1．54～101条の2 1 l
■

29 強盗 同致死傷等
236～24 1条
243条 うち，危'倹迎'|蟹致死膓等 2条 3条

6条1項， 2項

10 有価証券偽造 10Z～l (j3条の5 30 詐 欺
246

1248

240条の2

250条
うち，渦失迎'1辰致死傷アルコール

等影郷碓覚免脱等 4条 6条3項

11 偽 証 ］69～171条 31 背 任 247 250条 うち，過失迎11農政死傷等 5条 6条4噸 I

12 虚偽 告訴等 172条 32 喝 249 250条 ※Mi考柵のとおり 3

13
強制わいせつ，強制
性交等， 同致死傷等

】 76～181条 ． 旬
＆ 1 3:1 横領 遺失物等横領 252 254条 不1Eアクセス行為の禁11二等にIMI1

る法iIt 1 1条 I I

l‘I 職権濫用，同致死傷等
193

】96条

1 94条
34 業務上横領 253条 特 別 法 犯 計 :1 5

15 雑別公務風暴行峻虐， I司致死鵬 】 95 196条 35 盗品譲受け等 256条

16 贈 収 ・ 賄
】97～197条の4

198条
36 穀棄1 隠匿等

258～26】条
262条の2 263条

1 今
計ロ 27 21

17

lH

19

ZO

殺人， I§1段lMl与及び同意殺人

傷害 同致死

暴 ｡ー 行

過失 致死傷

】 99～203条

204～206条

208条

209 210条

7

l、

[l］ H

37

3H

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法椰第86号

による改正前の208条
の2

平成25年法祁第86号

による改正前の21 1条
2項

：l

24

I

[l］ ・ 16

備

青

･寅垂栗伝47.朱2号跳済2

･公衆に箸
の2第1項
符号39

し<迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例3条
1号， 15条1項既済1 ．

秘密漏示134条

■ ●



審査事件罪名別新受 ． 既済年報第5表
神戸地裁管内

令和 元年 〃一百、”－－． ▲ 、 ■ ■

(注）

l 「既済jに記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の．｢強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(jRjIリー）

刑 法 犯
特 別 拱 和

符号 罪名 条項

人員

新受 既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済
1 公務執行妨害，職務強要 95条 21 業務上過失致死傷 2 1 】粂1項前段 公 職 選 挙 法

旬
色 封印等破棄 90条 22 重過失致．死傷 21 1条】J､隆殿 道 路 交 通 法

3 強iljﾘ執行妨審，競売等妨害 96条v)2 3 23 逮捕及び監禁，同致死傷 220 221条 地 方 自 治 法

'1 証拠隠滅等
103 104糸

105糸の2
2'1 脅迫 強要 222 223条 ｐ

、 地方公務員法

5 放 火 1 〔)8～1 1 4条 25 名誉穀損 侮辱 230 23 1条 労 働 基 準 法

6 失 火 1 16 1 1 7条の2 26 信用穀損及び業務妨害 233～234条ﾘ)2 労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 12･↓～1 29条 27 窃 盗 235 243条 ． 暴力行為郡処罰に関する法津

8 住居侵入等 】 30 1 32条 23 不動産侵奪
235条の2
243条

|ﾖ側jJIZの運I|辰により人を死修させ
る行為弊の処罰に関する法rlt 1 I

9 文 書 偽． 造 154～1 61集の2 29 強盗 同致死傷等
236～241条

243条 うち，危険通I|騒致死傷等 ， 2条, 、3条
6条1項 2項

10 有価証券偽造 162～】63条の5 30 詐 欺
６
８

４
４

２
２
2．↓6条の2

250条
うち， j、失速'|猛致死傷アルコール
等影騨花党免脱弊 4条 6条3項

11 偽 証 169～171条 :11
韮
目 任 247 250条 うち，過失運I伝致死傷等 ． 5条 6条4項 1 I

12 虚偽告訴等 172条 :)2 恐 喝 249 250条 1 1
不11ミアクセス行為の禁.11二等に関す
る法rlt 1 1条 I 1

l:）
強制わいせつ 強制

性交等， 同致死傷等
1．76～181条 2 33 横領，遺失物等横領 252 254条

l‘1 職権濫用，同致死傷等
193

196条

194条
3'1 業務上横領 253条 特 別 法 犯 計 2 2

15 特別公務風飛行陵噛， I司致死慨 195 1 96条 :15 盗品譲受け等 256条

16 贈 収 賄
197～197条の4

】 98条
36 穀棄 隠匿等

258～26】条

262条の2 263条 [l］ 1 '△、 計ロ 6 [l］ 7

17

18

19

●

20

人． 自殺|卿与及び同意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

199～203条

20･↓～206条

208条

209 210条

2

I

1

37

38

Ｄ
Ｃ

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法|t第86号

による改正前の208条
の2

平成25年法仰鯆86号

による改正前の2】 1条
2項

'1 [l］ 5

備
考



審査事件罪名別新第5表 受 既済年報
神戸地裁管内

』_壷、尚』_八』 ｡ ‐,P4_- , .- . 〃

(注）

1 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(雁ﾉIリー）

刑 法 犯 特 別 法 却

符号 罪名 条項

人員

新受 既済 符号
■｡

●

罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済
I 公務執行妨害，職務強要 95糸 21 業務上過失致死傷 21 1条1項前段 公 職 選 挙 法

色 封印等破棄 90･鮠 22 重過失致死傷 21 1条】項従段 道 路 交 通 法

3 強制執行妨害，純売等妨害 96条の2
句
』 2:I 逮捕及び監禁，同致死傷 220 221条 地 方 自 治 法

4 証拠隠滅等
103 104条

105糸の2
2'1 脅迫 強要 222 223条 I 1地方公務員法

5 放 火 108～1 1 ．1条 25 名誉穀損 侮辱 230 23 1条 今 :1 労 働 基 準 法

6 失 火 】 1 6 1 1 7条の2 26 信用穀損及び業務妨害 233～234条の2 労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 1 24～120衆 27 窃 盗 235 243条 暴力行為等処罰に関-1-る法雛

8 住居侵入等 130 132糸 2H 不動産侵奪
235条の2

243条
自MﾘjjI[の速‘|辰により人を死慨させ
る行為等の処刑に関する法鯲 '1 '1

9 文 書 偽 造 154～10】乗の2 強盗 同致死傷等
236～24】条

243条 うち，危'吹迩'|喧致死傷等
2条 3条

6条1項， 2項

10 有価証券偽造 102～163条の5 :10 詐 欺
６
８

４
４
２
２
246条の2

250条
●

l◆ 1
うち‘過尖迩権致死傷アルコ･－ル

等影騨発覚免脱等 4条 6条3項

11 偽 証 109～17】糸 31

●

割上

月 任 247 250条 うち，過失連!l墳致死傷等 5条 6条4項 ‘I 4

12 虚 偽告訴等 172糸 32 恐 喝 2．19． ．250条

13
強制わい

性交等，
せつ，強制
同致死傷等

176～1 81条 1 [l］ 2 :13 横領 遺失物等横領 252 254条 I 1

14 職権濫用，同致死傷等
193

196条

】94条
3‘I 業務上横領 253条 I 。 ’

① 守

特 別 法 犯 計 ・ '1 '1

15 特別公務貝暴行陵虐，同致死鵬 1 95 196条 35 盗品譲受け．等 256条

16 贈 収 賄
197～197条の4

198条
36 穀棄 隠匿等

258～20】条

262条の2 263条
3 合 計 16 [l］ 18

17

18

19

20

殺人 Iﾖ殿lH1.9.及び同意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

199～203条

204～200条

208条

209 2 10条

2

1

！

l
●

37

3H

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法祁第86号

による改正前の208条
の2

平成2，5年法祁鯆86号

による改正前の21 1条
2項

12 [l］ ． 1，1

備
考

■ ■

■ ●



審査事件罪名別新受 ． 既済年報第5表
神戸地裁管内

璽厩H全壼圭司乏乏壁

(注）

1 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， [］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(最刑－－）

刑 法 犯 特 別 法 ガロ

符号 罪名

寺 ■

条項

人員

新受 既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済

I 公務執行妨害，職務強要 95糸 １句と 業務上過失致死'傷

◆

21 】条1項iiii段 公 職 選 挙 法

叩
』 封一印等破棄 6糸 ． 22 重過失致死傷 21 1条1項磯段 道 路 交 通 法

3 強iljﾘ軌行妨害，競売等妨:!『 0(』狼”2 つ
口． 2;1 逮捕及び監禁，同致死傷 220 22 1糸 地 方 自 治 法

'1 証拠隠滅等
103 104条

105条の2
2'1 脅迫 強要 222 223条 地方公務員法

’5 放 火 108～1 14条 25 名誉穀損 侮辱 230 231条 労 働 基 準 法

6 失 火 1 1 0 1 1 ，7娘の2 26 信用穀損及び業務妨害 233～234条の2 労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 124～1 29糸 ． 27 窃 盗 235 243条 暴力行為雛処削に|闘う1－る法維

H 住居侵入等 】 30 13．2条 28 不動産侵奪
235条の2

243条
自動jI[の遮'|辰により人を死慨させ
る行為難の処削に側する法rIt

9 文 書 偽 造 j54～1 1j 1条の2 29 強盗 同致死傷等
236～241条

2．↓3条 うち，危険迎'|蟹致死傷等
2条 3条

6条1項 2収

10 有価証券偽造 162～163条の5 )() ． 詐 欺
６
８

４
４
２
２
240条の2

250条
うち，過失速1渥致死傷アルコール

等影郷発‘鼬免脱等 ‘1条 6条3噸

11 偽 証 169～171条 31
ゴビ

任胃 247 250条 I [I］ I うち， i､失迎'|騒致死傷等 5条 6条4項

12 虚 ・偽告訴等 】 72糸 32 刀1』 喝J哩、 249 250条

13
強制わいせつ，強制
性交等， 同致死傷等

1 76～181条 33 横領 遺失物等横領 252 254条

lリ 職権濫用，同致死傷等
193

196条

19．J粂
;1‘！ 業務上横領

● ｡

253条
令 特 別 法 犯 計

15 特別公務図罪行峻虐， I司致死傷 1 95 196条
■ ●

35 澪品譲受け等 2．56条

16 贈 収 賄
1 97～1 97糸の．4
198条

:16 穀棄 隠匿等
258～261条

262条の2 263条
今．

計ロ 1 [I］ ． 1

17

18

19

20

殺人， 自殺肌l与及び同意殺人

傷害 同致死

暴 ． 行

過失致死傷

199F－203糸

20．1～206条

2．08条

209 210条

37

38

:19

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法''第86号

による改正前の208条
の2

平成25年法祁第86号

による改正前の21 1条
2項

■
Ⅱ
凸
〃
[l〕 I

備
考



【機密性2】

審査事件罪名別新受 ・ 既済年報第5表
奈良地裁管内

･年元 ■公 a ■ 1－凸 元 ■ 一 二 ‐二 -

(注） ． ．
(最刑一）

[］を付し，内数として計上する。刀Uﾉ数（宿

' ｡
色 ■

p ●

●

U O ●

け

古.〃
、
b ，、

､

#REF1
特 RIl 秩 弧ロ

符号 罪名． ｴ百
一、条

● ●

人員

新受 既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済
1 公務執行妨害，職務強要

■

95糸 ｌワレ 業務上過失致死傷 21 1条1項前段 1 公職 選 挙 法

旬
』 封印等破棄 り0条 22 重過失致死傷 21 1条1項後段 道 路 交 通怯

3 強iljﾘ執行妨審，競売等妨害
● ●

90条の2 3 23 逮捕及び監禁，同致死傷 220 22】条 ． 地 方 自 治 法

4 証拠隠滅等
103 l （)4条
105条の2

2'1 脅迫 強要 222 223条 地方公務員法 1 I

5 放 火 108～1 】 ‐1条 25 名.誉穀損 侮辱 230 23 1条 7 7 労 働 基 準 法

6
●

失 火 ］ 1 0 1 17糸の2 26 信用穀損及び業務妨害 233～23．↓粂の2 労働安全衛生法

7

旬

往来妨害及び同致死傷等 124～129条 27 窃 盗 235 243条 ！ . ［i］ 1 暴力行為等処罰に関する法律

8 住居侵入等 130 132条 1 2R 不動産侵 奪
235条の2

243条
自動11[の速'|蟹により人をｸ傷させ
る行為弊の処罰に関する法flt ‘I 3

9 文 書 偽 造 】 ､54～101条の2 29 強盗 同致死傷等

■ ■

236～241条

243条 うち，危険迩松致死傷等
2条 3条．

6条1項， 2項

10 有価証券偽造 162～1 63条の5 30 詐
◆

■

欺
６
８

４
４
２
２
246条の2

250条
3 〔l］ 2

うち，過失亜‘I憲政死傷アルコール
等影聯発覚免脱等 4条， 、6条3

11 偽 ． 証 169～171条 句
と 2 31

ゴヒ

任胃 247 250条 うち，過失運I|嘱致死傷等 5条 6条4項 4 ｡』

12 虚偽告訴等 172条 32 恐 喝
寺 ●

249 250条 そ の 他 3 3

13
強制わいせつ，強制性
交等， 同致死傷等

1 76～1．81条 1 33 横領，遺失物等横領 252 254条 1 I

ルI 職権濫用, 、同致死傷等
193

】90条

j 94条
34 業務上横領 253条 特 別 法 犯 計 8 7

15 特別公務員罪行陵虐，同致死鵬 195 1－96条 2 2 35 盗品譲受け等 256条

16。 贈 収 賄
1 97～1 97条の4

198条
36 穀棄 隠匿等

258～26］条

202条の2 2(j3条
′△、

計ロ 30 [2〕－ 24

17

13

19

20

殺人， 自殺関与及び同意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

199～203条

204～206条

208条

209 2 10条

1

句
必 し

37

3R

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法祢第80号

による改正前の208条
の2

平成.25年法i1噸I86号

による改正前の21 1条
2項

22

①

[2］ 17

備
考

lb疾誉認疋罪名：特乃11公務員暴行陵虐致死

その他；①鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す
反・銃砲刀剣類所持等取締法違反・火薬類取締法違反
②航空法違反③軽犯罪法違反

■ ●

る法律違



一

【機密性2】

審査事件罪名別新受 ・ 既済年報第5表
奈良地裁管内

令和 年元
■

■ ●

｡

凸 ｡

(注）

， 「既済」た記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し,内数として計上する。
2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(最j｢リー）

刑 法 犯 特 RIl 渋 xロ

符号 罪名 条項

人員

新受 既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 、 既済
I 公務執行妨害，職務強要 95於 21 業務上過失致死傷 21 1条1項前段 公 職選 挙 法

、
〃
』
。

封印等破簗 96条 22 重過失致死傷
0

21 1条1項i焔段 道 路 交 通 法

3 蝿|iﾘ軌行妨審，競売等妨擦 90条の2 3 23 逮捕及び監禁，同致死傷 220 221条 地 方 自 治 法

‘1 証拠隠滅等
】03 104糸

105条の2
2'1 脅迫 強要 222 223条 地方公務員法 I I

5 放 火 1．08～1 1 4条 25 名誉穀損 侮辱 230 231条 2 .2 労 働 基 準 法

6 失 火 1 16 1 1 7条の2 26 信用穀損及び業務妨害 233～234条の2 労働安全衛生法

･7 往来妨害及び同致死傷等 124～129条 27 窃 盗 235 243条 1 [l］ I 紫力行為等処罰に関する法flk

8 住居．侵入等 130 132条 I 28 不動産侵 奪
235条の2

243条
l:l肋IIEの皿I|砿により人を死慨させ
る行為等の処罰に閲する法'1 3 .2

9 文 書 偽 造 154～161条の2 29 強盗 同致死傷等
236～241条
243条 うち，危険運11嘱致死傷等

2条 3条

6条1項 2項

10 有価′証券偽造
●

162～163条の5 30 詐 欺
６
８

４
４
２
２
246条の2

250条 ．
2 [l］ I

うち，過失運‘伝致死傷アルコール
等影郷発覚免脱等 4条 6条3項

11 偽 証 169～171条
■

2 2 31 背 任 247 250条 うち，過失述‘|騒致死傷等 5条 6条4項 3 2

12 虚偽告訴等 1 72条 32 喝 249 250条 そ の 他 3 3

13
強制わいせつ，強制性
交等， 同致死傷等

176～】81条 33 横領 遺失物等横領 252 254条 1 ！

l‘！ 職権濫用，同致死傷等
193

1 96条

194条
3'1 業務上横領 253条 特別 法 犯 計 ’7g

U

6

15 特別公務風暴行l唆虐，同致死鰯 195 1 96条 句4

色
旬
吟

｡

35 盗品讓受け等 256条

16 贈 ・ 収 賄
● ●

1 97～197条ﾘ)4

1 98条
36 穀棄

●●

隠・匿等
258.～26】条
262条の2 263条

今
計ロ

・ 20 [2］ 16
17

18

19

20

人， Iﾖ殺|卿与及び'司意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致．死傷

199～203条

204～206条

208条

209 2 10条

1

1 1

37
口

38

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成254|菖法↑''第86号

による改正iiliの208条
の2

平成25年法i''第86号
による改正前の21 1条
2項

13 [2］ 10
j

e

備

考．

1b硬番認疋非拍：特乃Ij公務員暴行陵虐致死

その他：①鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律違
反・銃砲刀剣類所持等取締法違反・火薬類取締法違反
②航空法違反③軽犯罪法違反



【機密性2】

第5表 審査事件罪名別新 受 既！ 済年報
奈良地裁管内

ウ

ー

(注） ‘

(股jIリー）

1． 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は, []を付し，内数として計上する。
2特別法犯の罪名は,＝違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

刑 法． 邪
特 RIl 拱 引、

符号 罪名 条項

■ ◆
人員

新受 既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名

● P

条項

人員

新受 既済
I 公務執行妨害，職務強要 95糸 21 業務上過失致死傷 21 1条1項前段

の
凸
■
■
■
● 公職選 挙 法

、
今

口
①

封印等破棄 90糸 22 重過失致死傷 21 】条1項縫段 道 路 交 通 法

3 餓ili1執行妨涛，鮠売騨妨 96糸の2 3 23 逮捕及び監禁，同致死傷 220 221条 地 方 自 治 法

4 証拠隠滅等
103 】04条

105条の2 2'1
遜
戸 強要 222 223条 地方公務員法

5 放 火 108～1 14条 25 名誉穀損 侮辱 230 231条 5 ･5労働 基 準 法

6 失 火 1 1 0 1 1 7条の2 26 信用穀損及び業務妨害 233 ～ 234条の2 労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 124～129条． 27 窃 盗 235 243条 紫力行為等処罰に関する法伸

8 住居侵入等 ］ 30 132条 28 不動産侵奪
235条の2

243条
自励I|ｴの迎I|砥により人を死傷させ
る行為等の処削に11Mする法維 1 1

9 文 書 偽 造 15－↓～161条の2 29 強盗 同致死傷等
236～241条

243条 うち，危険迎‘|藍致死傷等
2条 3条

6条1項， 2」

10 有価証券偽造 1 62～163条の5 30 詐 欺
６
８

４
４

２
２
246条の2．
2．50条

1 I
うち，過失通'|砥致死傷アルコール
等影郷発覚免脱等 4条 6条3項

11 偽 証 169～1 7 1条 31 背 任 247 250条 うち，過失運I|辰致ｸ傷等 5条， 6条4項 1 I

12 虚偽告訴等 1 72条 32 恐 喝 249 250条 そ ‘の 他

13
強制わいせつ，強制性
交等，同致死傷等

176～181条 1 33 横領 遺失物等横領 252 254条

''1 職権濫用，同致死傷等
】 93

196条

】･94条
3‘I 業務上横領 253条 特 別 法 犯 計 ’ 1 . ． I

15 特MIj公務風暴行陵虐，同致ｸ鵬 1 95 1 96条 35 盗品譲受け等 256条
‐ ■

16 贈 収 賄
197～197条の4

198条
36 殿棄 隠．匿等 258～261条

202条の2 263条
合
口 計

10 8

17

18

19

20

殺人， 自殺関与及びI司意殺人

傷害 ， 同致死

暴 行

過失致死傷

199～203条

20．↓～206条

208条 ．

209 210条

1 1

37

38

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法rlI第86号

による改正前の208条
の2

平成25年法iII第86号

による改正前の21 】条
2J､．

｡

●

9 7

傭

一
言

◆



第5表 審査事件罪名別新受 ． 既済年報
大津地裁管内

令和 元年

1 ．句

(注）

l 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については, （）を付し， 内数として計上する。

(最jiリー）１
句
。
◇
．
。
ｊ
α
〆

●
ａ
■
■
。

■
も
申
』
▲
■
●
。
白
●
．
《
Ｄ
Ｐ
■

。
Ｄ
今
。
△
５
．
、
帥
一
恥
↑

４
△
匹
乎
一

Ｐ
Ｏ

Ｄ

●
ｃ

一

■

恥
℃
。
種
》
。
↑》

宇
二
■
や
ｂ

声
一
。

纐
路
隊
列
間
り
ゞ
州

ｲ：

I

I P独

I

令ｲⅡ2年1 11611 第5 8．

最踊舵･'11所
’1端総局jfﾘﾘ間長 雌 大洲1検察,脈#f会

ク ■

刑 法 和
特 RIl 渋 xロ

符号 罪名 条項

人員

新受 既済 呼号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員
ゲ

、．

新受 既済
I 公務執行妨害，職務強要 95糸 １句色 業務上過失致死傷 2 1 1娘1噸前段 公職選 挙 法

句
今 封印等破簗 り6糸 句

竺
の
色 重過失致死傷 2． 1 1条1項後段 道 路 交 通 法

3 枕il;ﾘ執行妨海，競売等妨W『 90条U)2
２
Ｊ
０
８ 23 逮捕及び監禁，同致死傷 220 221条 地 方 自・ ・治 法

'1 証拠隠滅等
103 10．↓糸

105条の2
１９ワ』 脅 今 ダニ p 強要 222 223袋 方公務員法

5 放 火 108～1 1 4袋 25 名誉穀損 侮辱 230 231糸 労 働 基 準 法

6 失 火 ､1 1 0 1 1 7条”2 26 信用穀損及び業務妨害 233～234条u)2 労働安全衛生法

戸
〃
■ 往来妨害及び同致死傷等 124～129糸 27 窃 盗 235 243条 句

⑫ 2 ［2］ 無力行為罪処罰に|卿する法ilk

8 住居侵入等 1 30 132熊 28 不動産侵奪
235条の2

243条
自励jlｴの皿‘|職により人を死傷させ
る行為等の処Nilに側-1-る法ilt 3 '1

9 文 書 偽 造 ）5.1～101条の2 29 強盗 同致死傷等
236～24 1条

2.↓3条 うち，危険通!'砥致死傷等 2条 3条
6条I項

0

2項

10 有価証券偽造 】02～103条の5 30 詐 欺
６
８

４
４
２
２
240条の2

250条
うち，過失遮'1転致ｸ傷アルコール

｡

締影禅花覚免脱等 4条 6条3項

11 偽 証 1 ．69～171糸 31 背 任 247 250条 う_ち，過失jⅢ11嘱致死傷等． 5条 6条4jri 句
0J '1

12 虚偽告訴等 1 72糸 32 恐 ． 喝 249 250条

13 強かん，強かん等致死傷
177～17．0糸

1 81条
33 横領 遺失物等横領 252 254条 I 1

''1 職権濫用，同致死傷等
193

196条

］ 9.1条
3‘I 業務上横領 253条 特 別 法 犯 計 3 ． ‘I

15 物別公務風暴行|唆虐，同致死側 195 196糸 35 盗品譲受け等
q

256条

16 贈 収 賄
】97～197条v》･↓

198糸
36 毅棄 隠匿等

258～201条

262条の2，． 203条
上
’
二
一
ｐ

〈
ロ

7 8 ［2］
17

18

19

20

殺人 1ｺ段関与及び同意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

1 りり～203条

20．↓～200糸

208姫

209 210条

I I

37

38

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法il1鋪86号

による改iE前の208条
'）2

平成25ｲ1塁法i1噸；80号

による改正前の21 1条
2項

'1 '1 ［2］

備

主
局

b q



審査事件罪名別新受 ・ 既済年報第5表

大津地裁管内

令和 元年 」

(注）

l 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

(品川一）

刑 法 和
特 RIl 拱 x、

符号 罪名 条項

人員

新受 既済 符号 罪名

け も

条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済
1 公務執行妨害，職務強要 95糸 21 業務上過失致死傷 2 1 1糸1項前段 公職選 挙 法

封 印等破棄 90糸 句⑦
αニュー 重過失致死傷 2 1 1糸1項if段 道 路 交 通 法

3 抽iliﾘ執行妨謀，雌光罪妨群 りじ糸v)2， 3 23 逮捕及び鰈禁，同致死傷 220 22 1糸 方 自 治 法

'1 証拠隠滅等
103 104条

1 05錠ﾘ》2
ｌｆ句』 脅迫 強要 222 223条 地方公務員法

5 放 火 I （〕8～1 1 」姫 25 名誉穀損 侮辱 230 23 1条 労 働 基 準 法

6 失 火 1 1 0 1 1 7条ﾘ)2 26 信用穀損及び業務妨害 233～234条の2 労働安全術生法

7 往来妨害及び同致死傷等 1 2､↓～129糸 27 窃 盗 235 243条 句
＆ 2 ［2］ 染力行為竿処罰に側する法'2

8 住居侵入等 130 132糸 23 不動産侵奪
235条の2 。

243糸
自動il[の通'|濫により人を死伽させ
る行為等の処削に側する法rlt 2 ．q、

9 文 書 偽 造 154～161糸ﾘ.》2 29 強盗， 同致死傷等
236～24 1条
2．13条 うち，危険運!|猛致死傷等 2条 3条

6条1項， 2噸

10 有価証券偽造 1 62～163糸の5 30 詐 欺
24ij

248

246爺の2

250条
うち，過失迩権致死傷アルコール
等影郷発覚免脱等 4条 6条3項

11 偽 証 109～1 71糸 31
韮
月 任 247 250条 うち，過失通'1臆致死傷郭 5条, 、6条4項 2 3

12 虚偽告訴等 1 72糸 32 喝 2．J9 250条

13 強かん，強かん等致死傷
1 77～】 79糸

181策
33 横領，遺失物等横領 252 25．1条 I 1

ルI 職権濫用，同致死傷等
1 93

1 9．0条

1 94条
3‘I 業務上横領 253糸 特 別 法 犯 計 句

と ． o』 ．

15 特別公務員無行l唆虐，同致ｸE鵬 】り．5 196糸 35 盗品譲受け等 256条

16 贈 収 賄
1 97～197糸”4
108糸

36 穀棄 隠匿等
258～26】条

202条の2 2〔j3条
．
＋
’

二
一
ｐ

合
口

6 7 ． ［2］
j7

13

19

20

人， lﾖ殺開与・及び同慰殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

1 99～203条

20．↓～200糸

208条 ．

209 2】0条

1 1

37

38

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法i''第86号
による改正前ﾘ)208条
”2

平成25ｲ1昌法ilt第86号

による改正航の21 】粂
2項

'1 '1 ． ［2］

備
考

｡■■



第5表 審査事件罪名別新受 ・ 既済年報
大津地裁管内

令和 元年

(が）

1 「既済」に記戦した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数(合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

(殿jIﾘ･ -）

令flI2年1 1161･I 筋5 5．

雌I葡雌1§WW

l[勝穐局11ﾘﾘ〔局長殿 彦恨検察'lifi1f会

刑 犯
二
八

特 Rll 拱 xp

符号 罪名 条項

人員

新受 既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済
I 公務執行妨害，職務強要 り5糸 １句今 業務上過失致死傷 21 1糸1噸前段 公・ 職選挙法

旬
』 封印等破棄 90於 n句

一全 重過失致死傷 2 1 1糸I項隆殿 道 路 交 通 法

3 蛾;|;ﾘ軌行妨'i1F，競光罪妨褥 90糸{ﾉ)2 3 23 逮捕及び監禁，同致死傷 220 221条 方 自 治 法

'1 証拠隠減等
1 03 1.0.1糸
105糸ﾘ)2

2'1
塞
胃 強要 222 223条 地方公務員法

5 放 火 1 08～1 1 、I兼 25 名誉穀損， 侮辱 230 231条 労 働 基 準 法

6 失 火 1 1 0 ■
、
■

1 1 7糸0)2 26 信用穀損及び業務妨害 233～234乗り)2 労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 124～1 29熊 27 窃 盗 235 243条 無力行為等処罰に間する法rl1

8 住居侵入等 1 30 1 32条 29 不動産．侵 奪
235条”2

24．3条
I:l動jl[の述11砿により人を死傷させ
る行為等の処刑に関する法rlt I I

9 文 書 偽 造 154～1 6 1条の2 29 強 同致死傷等 230～24 1条
243条 うち，危'吹迩'1瞳致死傷等 2条 3条，

6条ljn 2｣r〔

10 有価証券偽造 1 02～103条')5 .30 詐 欺 ６
８

４
４

２
２
246条の2

250条
うち，過失通I伝致ﾀ傷アルコール
等影郷発覚免脱罪 4条 6条3噸

1 1 偽 証 1. (j9～1 71糸 31 背 任 247 250条 うち，過失通'隆致死傷等 5条 6条4項 I I

12 虚偽告訴等 172糸 ワ
レ
句
叩 恐 喝 249 250条

13 強かん，強かん等致死傷
･1 77～179袋

1 8 1条
33 横領， 遺失物等横領 252 254条

】'1 職権濫用,同致死傷等
1 93

196条

1 94粂
3'1 業務上横領 253条 特 別 法 犯 計 I ！

15 特別公務貝恥行|唆噌，同敗死11＄ 1 95 】96条 35

旬

盗品譲受け等 250糸

16 贈 収 賄
197～197条の．↓
198糸

36 穀棄 隠匿等
258～261条
202条の2 263条

４
１
言
ロ

合
口

1 1

17

13

19

20

人 lﾖ,段I)M与及び'司懲殺人

傷害 同致死

画

郡景 行

過失致死傷

lりり～203条

20．J～206糸

20s糸

209 2 1 0条

37

38

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法iI魂86．号
による改正ii;iの2()8条
”2

平成25年法ilt第80号
による改j Ii;jの2】 1条
2噸

0 0

備

》
弓

■



審査事件罪名別新受 ． 既済年報第5表
大津地裁管内

令和 元年 ｡

－=一■ ▲ ■ ■ 一

(注）

l 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

‘3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

(最ﾉIﾘ･一）

令fIl2ｲ'且l j:161 1. 第5 号

最尚A”l所

』I蛎総即Iﾘ'1f局長雌 長浜検察,昨i1f会

刑 法 犯 特 別 洪 和

符号 罪名 条項

人員

新受 既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済
I 公務執行妨害，職務強要 り5縦 １

句
と 業務上過失致死傷 2 1 1縦】 j町iii殿 公 職選 挙 法

句
」 封印等破簗 9(j姫 句甸

レム 重過失致死傷 2 1 1糸1項iを腱 道 路 交
勺一

法

強iliﾘ軌行妨11茅，鮠光搾妨‘ilf 0条U)2
⑱
』 23 逮捕及び監禁，同致死傷 220 22 1糸 地一 方 自 治 法

'1 証拠隠滅等
1 03 1 04条
105条ﾘ)2

2'1 脅迫 ， 強要 222 223条 地方公務員法

5 放 火 108～1 1 4糸 25 名誉殿損 侮辱 230 23 1糸 労 働 基 準 法

6 失 火 1 1 6 1 1 7糸ﾘ)2 26 信用殴損及び業務妨害 233～234条lﾉ)2 ． 労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 】 24～1 29糸 27 窃 盗 235 243糸 染ﾉﾉ行為等処荊に関する法r|セ

8 住居侵入等 】30 132条 28 不動産侵奪
235条の2

243糸
I;I卿jjlm〕皿‘艦により人をﾀ傷させ
る行為嫌の処別に関する法維

9 文 書 偽 造 154～1 （j l兼ﾘ〕2 29 強盗 同致死傷等
236～241条
243糸 うち，危険遮榧致死傷等

2条 3条
6条1項， ．Z噸

10 有価証券偽造 1 02～1 03糸の5 30 詐 欺
０
８

４
４
２
２

2‐↓6条の2

250条
うち，過失迎i低致死鰯アルコール
錬影郷雅覚免脱等 4条, 、 6条3項

1 1 偽 証 109～171糸 ． 31 背． 任 247 250糸 うち，過失雌11蚤致死傷郭 5条， 6条坐jri

句
』Ｉ 虚偽告訴等 1 72糸 32 喝 249 250条

13 強かん，強かん等致死傷
1 77～1 70条

18 1糸
33 横領，遺失物等横領 252 254条

''1 職権濫用， 同致死傷等
193

190糸

194兼
3'1 業務上横領 253条 特 別 法 犯 計 0 0

15 特別公務風暴行l礎I噂， I司致妃鵬 1 95 1 9(j茨 35 盗品譲受け等 250糸

16 贈 収 賄
1 97～1 97糸(ﾉ)4
lり8条 ．

36 穀棄 隠匿等
258～26 1条

262条の2 203条

’
十
ｌ

一
言
ロ

合
口

0 0

、 17

18

【9

20

人 脚畿63.J矛及び伺葱殺人

傷害 同致死

暴 行

■ ■

過失致死傷

1.りり～203糸

204～20U糸

208条

209 210袋

37

38

”

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成2｡ｲI§法ilt鋪80号

による改正前の208条
の2

平成25ｲF法iII蕊86号

による改正前の21 1条
2噸

0 0

備
考



（別紙様式第5）

第5表 審査事件罪名別新受 ・ 既済年報
和歌山地裁管内

令和 元年

(注）

l 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し,内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(股刑一）

iri

◆ ●

■

刑 法 犯
特 RIl 〃尋 ． 訓、

符号 罪名 条項

人員

新受 既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済
1 公務執行妨害，職務強要 U5糸 21 業務上過失致死傷 21 1条1項前段 公 職 選 挙 法

叩
』 封印等破棄 り6糸 616》

全会 重過失致死傷 2 1 1条1噸従段 道 路 交 通 法

3 独;li1執行妨害，
壺士

)凸L
宗
Ｌ
Ｏ

■
■
■
■
毎
口

■
巳
■
■

凸
Ｆ
●〃ｈ塊

社
ｒ

辺

■

■

必
『 90糸【ﾉ)2 ⑳

〕 2:I 逮捕及び監禁，同致死傷 220 221糸 l （1） ･2 ［2］ （1） 地 方 自 治 法

‘I 証拠隠滅等
103 104条

105条の2
2il 脅迫 強要 222 223糸 地方公 務員法

5 放 火 1 （〕8～1 1 4条 25 名誉殴損 侮辱 230 23 1糸 労 働 基 準 法

6 失 火 1 1 0 1 1 7条の2 26 信用穀損及び業務妨害 233～234条の2 労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 124～129条 27 窃 盗 235， ．2．13条 1 I 暴力行為弊処罰にI腱lする法ilI

H 住居侵入等 130 1 32糸 2H 不動産侵奪
235条”2

243条
|;1.MVjjl[の連'1患に.lこり人をｸ隅させ
る行為難の処釧にIHIする法rlI 今

9 文 書 偽 造 1 5．．↓～1 61条の2 1 I 29 強盗 同致死傷等
236～24 1条
243条 うち，危険運il蚤致死傷等 2条 3条

6条I項 2瓜

10 有価証券偽造 lc2～T63条“5 :10 詐 欺
６
８

４
４
２
２
240条の2

250条
I 2 〔2］

うち，過尖遮il喧致妃晦アルコール
郭影辨碓覚免脱等 4条 6条3項

11 偽 証 169～1 7 1条 31
韮
月 任 247 250条 2 I うち， i曲失速II猛致死賜搾 5条 6条4項 2町

句
竺Ｉ 虚偽告訴等 】 72糸 32 恐 喝 249 250条 '腿犯罪法 I I

13
獄Iiﾘわいせつ

致死偲搾
|洲I§交罪‘ l司

1 70～1 81条 1 ●〕 。
0J 13 横領 遺失物等横領 252 254糸 贋物利川述送り『業法 2

l‘I 職権濫用， 同致死傷等
1 93

196糸

194条
34 業務上横領 253条 特 別 法 犯 計 5 I

15

一

緋別公務員暴行陵虐，同致死鵬 1 95 1 96糸 35 盗品譲受け等 256条

16 贈 収 賄
】97～197条の4

1 98糸
36 穀棄 隠匿等

258～261条

262条の2 263条
2 、へ

計・ロ ． I'1 ． （1） 11 ［'1］ （1）

17

lH

19

20

人， I&I殺lM1与及び同意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

】 99～203糸

204～200条

208糸

209 210条

37

3H

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計
■ 0

平成25年法『1噸586号

による改正前の208条
の2

平成25年法il1第80号

による改正伽の21 1粂
2項

9 （1） 10 ［'1］ （1）

備
考

● ｡



（別紙様式第5）

第5表 審査事件罪名別新受 . 既済年報
和歌山地裁管内

(縦）

l 「既済」に記載した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し， 内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ,強制性交等， 同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 181条）を含む。

(I剛リー）

刑 法 犯
特 Rll 狭 x、

符号 罪名 条項

人員

新受 既済

争

符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済
！ 公務執行妨害職務強要 95糸 21 業務上過失致死傷 21 1条1項iiij殿 公職 選 挙 法

と 封印等破葉 9(j糸 22 重過失致死傷 21 1条1項iを段 道 路 交 通 法

3 蝿liﾘ軌行妨涛，競売弊妨審 90糸U)2
⑪
』 2:1 逮捕及び監禁，同致死傷 220 22 1糸 方 自 治 法

‘I 証拠隠滅等
103 1 0．1糸
1 05糸の2

2'1 脅迫 ， 強要 222 223条 方公務員法

5 放 火 108～1 1 ．j糸
ｵ

25 名誉穀損 侮辱 230 23 1糸 労 働 基 準 法

〔i 失 火 1 16 1 1 7条の2 2(i 信用穀損及び業務妨害 233～234条V》2 労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 1 24～1 29条 ･27 窃 盗 235 243条 I 1 暴ﾉﾉ行為等処罰に関する法il2

8 住居侵入等 130 132条 2H 不動産侵奪
235条の2
243条

I印励jlm〕運11鼠により.人を死傷させ
る行為等の処綱にIM1する法ill ！

9 文 書 偽 造 154～1 0 1条の2 ！ ． ’ 強盗 同致死傷等
236～241条
243条 うち，危険通'|瞳致死傷弊 2条 3条

6条I項 Z頃

10 有価証券偽造
■

1 02～103条の5 :10 詐 欺
０
８

４
４
２
２

2．↓0条”2

250条
I 2 ［2］

うち，過火連‘I嘱致死傷アルコール
弊影郷碓覚免脱等 4条， 6条3項

11 偽 証 109～1 7 1条 31
剴ビ

任目 2．47 250糸 句
色 I うち，咽失迎'|騒致死傷等 5条 6条4項 I

12

■
■

虚偽告訴等 172条 32 刀1， 喝』し、 249， 250条 軽犯罪法 」 I

l:I
蛾Miﾘわいせつ，炊制仙交等，同

致死慨守
1 76～181糸 1 I :1:） 横領 遺失物等横領 252 254条 ．

b ●｡

l‘I 職権濫用，同致死傷等
193

190糸

194条
:1'1 業務上横領 253条 特 別 法 犯 計 叩

舎 I

15 特別公務員暴行峻虐・ I司致死{鳩 1 り5 190条 35 盗品譲受け等 256条

l(i 贈 収 賄
】 97～197条の｡’

198糸 ．
;16 穀．棄 隠匿等

258～261条

262条の2 203条
ル
ー
言
口

〈
ロ 8 9 ［2］

17

IH

19

2(）

殺人 lヨ段関与及びI司意殺人

傷害 同致死

暴 行

過失致死傷

199～203糸

20･↓～206条

208糸

209 2 1 0条

● 凸

37

38

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25ｲI昌法ilt鋪86号

による改正前の208条
2

平成25年法fIt第80号

による改正前の21 1条
2m

●
己
■
〃

・
ロ
日
。 H ［2］

備
考



（別紙様式第5）

第5表 審査事件罪名別新受 ． 既済年報 和歌山地裁管内

令和 元年
9

Fロミ、l全宝画室式竜筵紮

(注）

l 「既済」に記赦した数のうち起訴相当及び不起訴不当の議決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し，内数として計上する。

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

3職権審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

4符号13 「強制わいせつ，強制‘|生交等，同致死傷等」には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん，強かん等致死傷」 （177条～179条， 18． 1条）を含む。

(最jIリー）

刑 法 犯 特 別 法 和

符号 罪名

～

条項

人員

新受 既済 符号 罪名 条項

人員

新受 既済 罪名 条項

人員

新受 既済

I 公務執行妨害，職務強要 95絵 21 業務上過失致死傷 2 1 1糸1項前段 公 職 選 挙 法

叩
寧 封印等破棄 96娘

心
し
叩
色 重過失致死傷 21 1糸1唄縫段 道 路 交 通 法

｝ ﾘji制軌行妨鶴競売等妨.海 96娘の2 3 2:〕 逮捕及び監禁，同致死傷 220 221条 l （1） 2 ［2］ （1） 方 自 治 法

'1 証拠隠滅等
103 104糸

105糸の2
､ 2'1 脅迫 強要 222 223条 方公務員法

5 放
●

火 108～1 1 ．J糸 25 名誉穀損 侮辱 230 23 1条 労 働 基 準 法

6 失 火 1 10 1 1 7糸”2 26 信用殴損及び業務妨害 233～234条ﾘ)2 労働安全衛生法

7 往来妨害及び同致死傷等 12－1～1 29条 27 窃 盗 235 243条 暴力行為等処罰に関1－る法ilk

H 住居侵入等 1 30 1 32乗 2H 不動産侵奪
235条の2
243糸

l§I鋤jl”)運'1辰に,Iこり人を死傷させ
る行為等ﾘ〕処刑にIH1する法il：

1
◆
■

9 文 書 偽 造 154～1 01粂の2 29 強盗 同致死傷等
230～241条

243条
うち‘危'倹遮'|匿致死傷弊

2条 3条

6条1項 2噸

l(） 有価証券偽造 1 02～163糸の5 30
つ

詐 欺
０
８

４
４

２
２
24(j粂の2

250条
うら，過失迎I|臆致死傷7．ルコール

弊影郷推施免脱騨 4条 6条3〃〔

11 偽 証 1 69～1 71糸 狐 背 任 24．7 250条 うち，過尖迎11瞳致死賜郡 5条 6条.↓項 I

12 虚偽告訴等 1 72条 32 刃1』 喝j山､
249 250条

I:1
強Iliﾘわいせつ，独Iliﾘ性交弊， I司
致死傷等

170～18 1条 13 横領 遺失物等横領 252 254条 貨物利用運送事業法 ．⑫

''1 職権濫用， 同致死傷等
1 93

】 96条

1 94娘
34 業務上横領 253条 特 別 ．法 犯 計 :I

15 特別公務員扉行陵虐． l司致ﾀ115 195 190条 35 盗品譲受け等 250条

l(i 贈 収 賄
1 97～1 97糸の4
1 98条

:1(i 穀棄 隠匿等
258～261糸
202条の2 203条

色
合 計ロ 6（1） 2 ［2］ （1）

17

lH

20

人 Iヨ没l剛与及び同慰殺人

傷害 同致死

暴 行

過 ，失致死傷

】 9【)～203条

204～206条

208条

209 2 10条

:17

3H

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死傷

そ の 他

刑 法 犯 計

平成25年法rIl第86号

による改正前の208糸
の2

平成25ｲF法体節80号

による改】E前の21 1条
2噸

:1 （1） 2 ［2］ （1）

備
考

● ｡


